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令和 2 年度環境影響評価審査会(第 1 回)の質疑等概要 

令和 2 年８月 3 日/環境立県推進課  

 

【総括的事項】 

No. 質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

1 

風車設置エリアとして示されている区域（緑色の範囲）につ

いて、山陰道（北条道路）の建設予定地は除いているのか。 

（中村副会長） 

風車設置エリアは山陰道（北条道路）の設置予定地も含ん

で記載している。 

2 

東側に住宅地があるとのことだが、西側に設置を行うように

考えているのか。 

（作野委員） 

そのとおりに考えている。東側は住宅が近接しており、今

後、環境影響を検討した際にこの地域に影響があるとした場

合は西側に設置することになるので、西側に広く用地をとって

いる。 

3 

複数案の設定について、ゼロオプションの可能性も考えら

れるとの記載がある。ゼロオプションであれば更新する必要が

無いと読めるが、その点についての考えは。 

（星空環境推進室） 

位置、規模の複数案については、現在絞り込みの過程で、

それ自体が複数案と考えている。ゼロオプションの可能性に

ついては住民代表と有識者を交えた風力発電設備の更新検

討会を設置して方針について検討しているところなので、検

討の課程でゼロオプションの可能性はないことはない。 

４ 

既存の風車は 15 年が耐用年数だったのか。今後作るもの

も 15 年以上にわたるものなので、長期の環境影響について

検討していただきたい。 

(梶川委員) 

長期の環境影響については検討していく。既設の風車は

法定耐用年数が 17 年で、風車の維持補修費の増大や老朽

化に伴い停止せざるを得ないような状態になる可能性もあり、

今のうちから更新の計画をしたいということで環境影響評価の

手続に着手したところ。 

５ 

たくさんの区域が書かれていない、足りない等の指摘があ

ったが、次回には重なった図を見せてもらえるのか。 

(中村副会長) 

次回には、海岸保全地域と景観形成区域については地図

に落とし込みたいと思う。 

 

【事業者補足】 

別紙①のとおり作成したので御確認をお願いしたい。 

６ 

地図で要望だが、色弱で全く見えないので見やすくしていた

だきたい。 

(増本委員) 

相談させていただきたい。 

 

【事業者補足】 

修正サンプルとして別紙③のとおり作成したので御確認を

お願いしたい。凡例模様の変更と凡例数字の図中への拡大

表示等により改良。すぐの修正が難しいため、本日の委員の

皆様の御意見を頂戴し、更に修正を重ねたい。 

７ 

工事の影響については、計画の熟度が低いため、今後検討

とあるが、工事の影響はかなり大きいと思うが、この影響の評

価についてはいつごろ示すことができるのか。 

(佐野会長) 

配慮書段階では、場所の検討に重きを置いており、風車設

置エリアの中でどこを造成するのか等細かな計画が練り切れ

ていない。今回はまずは、配置エリアの中で環境配慮を検討

しているが、これから方法書段階において、工事の計画も含

めて検討を進めていく中で、工事の影響についても検証して

いきたい。 

 

資料１ 
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【大気質、騒音・低周波音、振動】 

No. 質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

１ 

現状で、風車による騒音や低周波や影による問題は起こっ

ていないのか。 

（増本委員） 

騒音については、建設当初に近隣の住宅地から数件苦情

が来ている。ただし、音の大きさとしては風車の南側を通って

いる国道９号線を通る大型車両の走行音の方が大きい状況

なので定期的な風きり音については、耳が慣れるとそこまで

公害となるような苦情には至っていない。 

低周波音については、不安なところはあるようだがそれ自

体についての苦情は入って来ていない。 

風車の影については、いわゆるシャドーフリッカーと呼ばれ

るものについて、ブレードの下に砂丘の畑があり、作業中特

に夕方の西日の影が長くなる時に、影が回っていることにより

少し気分が悪くなるというようなことはあるようだが、慢性的に

ということではないので、あまり大きな苦情としては入ってきて

いない。 

２ 

 今回設置されているものが大きくなるので、影響が出る人も

多くなると思うので、そのあたりも踏まえて考えて影響が最小

化できるようにした方がよい。 

（増本委員） 

十分配慮する。 

３ 

平成 29 年に環境省が発行した「風力発電施設から発生す

る騒音に関する指針について」によると、「指針値は残留騒音

＋５dB とする。（ただし，下限値は地域によって３５dB または４

０dB)」とある。これまでの一般的な風車のデータによると．風

車から 500m 以内のところでは、この指針値を満たすのはなか

なか難しい。今回の計画では、500m 以内のところに多数の民

家があるので，懸念している。 

そこで，既設の風車の残留騒音と風車騒音を計測し．現状

を把握するとともに，その結果に基づいて新設風車の環境予

測を実施すべきと考える。 

 ここで特に問題になるのは、残留騒音の評価。国道 9 号

線の車両走行音を一過性の特定騒音として残留騒音から除

外するのか、定常的な音として残留騒音に含めるのかによっ

て、残留騒音値がかなり変わると考えられる。今後この点を十

分留意して騒音計測を実施していただきたい。 

（西村委員） 

 

 

【事業者補足】 

今後の調査においては、既設風車に関する On／off 調査

の実施を検討しているところであり、この結果を参考にしなが

ら、新設風車による影響の予測評価及び新設風車の配置を

検討する計画である。 

一般国道 9 号の騒音については、今後、現地での交通量

や学識経験者へのヒアリング等を踏まえて残留騒音に含める

か検討する。 

 

 

４ 

既存の風車についてのアセスメントとそれに対する計測結

果の評価は行っていないのか。やっていないのであれば是

非やるべきと考える。 

（西村委員） 

騒音の測定等については行っているが、正式な測定、評

価は行っていない。 

 

【事業者補足】 

今後検討していく。 

５ 

騒音や低周波について、事業者側でデータは持っている

のか。 

（佐野会長） 

事業開始後に任意で騒音の調査は行っているが、暗騒音

の測定等は行っていないので、今後更新計画での環境影響

評価と併せて検討していく。 

６ 

騒音や超低周波について動物への影響はないのか。既存

の施設で生息している動物に変化があったことや、周囲の住

宅のペットに影響があった等の事例、又はそれが起こりえな

いという確認や検討はされたのか。 

（増本委員） 

動物については、既設の風車でそのような事象の報告はな

い。また、鳥取県企業局で設置している風車は、風車の下に

家畜の試験場があるが、そうした牛などに影響が無いことを見

ると動物に関しては影響がないものと考えている。 
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７ 

R８年度目標で山陰道（北条道路）の整備はほぼ確実の状

況だが、配慮書手続きでは不確実性が一定程度あるなかの

程度を整理することになっている。風車の位置、規模を検討

する中で国道９号線の北側か南側かである程度いろいろな

影響が変わってくると思うが、その不確実性の整理が無いと

思うがその点についてはどのように考えているか。 

 例えば、風車が国道９号線の北側に設置して騒音が発生し

た場合、高架になる部分など山陰道（北条道路）の起伏により

騒音が増大したり減衰したりして影響が変わってくることの影

響が考えられると思う。 

（星空環境推進室） 

山陰道（北条道路）の整備による影響は考えられると思う

が、現時点では山陰道（北条道路）の基本設計がまだできて

いない段階ということで不確実としている。 

８ 

国交省の資料の中で基礎的な概要案は出ていたと思うの

で、その中でわかる範囲で不確実性を整理すべきだと考える

がその点についての考えはどうか。 

 （星空推進施設） 

確かに概要案ということで出ているが、そのあたりについて

は配慮をしながらの検討になってくると思う。 

９ 

方法書の段階ではその点についてある程度整理されると

の理解でよいか。次の段階には工事の影響の検討も入ってく

るが、山陰道（北条道路）の工事がかぶってくると騒音の予測

が変わってくると思うので、その点を含めて不確実性の整理

を行った方がよいと考える。 

（星空環境推進室） 

今後整理し、しっかり検討していきたい。 

１０ 

島根県の事例だが、個人差もあると思うが、5km 離れたとこ

ろでも音が聞こえたりという話も聞く。ガイドラインに沿ってとい

うことではなくて、騒音についてもう少し広い範囲で検討して

もらえたら住民も安心すると思う。ヨーロッパ等では 12km ほど

離れていないとだめという国もあるので、暮らしに関わる範囲

をお願いしたい。 

(正岡委員) 

音については距離だけでなく、小さい音でも不快に感じら

れたりと個人差があるので、周辺の住民の方の意見を十分に

聞きながら配慮していきたい。 

 

【水質、底質】 

No. 質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

１ 

要約書ｐ２８について、地下水の継続調査で２カ所が環境基

準を超過しているとあるが、この理由は。 

（梶川委員） 

地下水については、北栄町地内で毎年県が水質調査を行

っており、この中で H30 年度に一番西側の地域で環境基準

に適合していない値が検出されたが、おそらく周辺の畑地の

農薬由来で、風力発電施設が関係していないもの。 

 

【水環境保全課 補足】 

県で地下水の概況調査を行っており、対象区域の西側（北

栄町西園）において、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の項目

が基準超過をしている。砂丘地域での農業地であり施肥の影

響ではないかと考えており、風車との因果関係は見いだして

いない。同地点では現在も継続調査を行っているが、同じく

砂丘地域では北栄町下神という地域で同項目の基準超過が

あったが、現状では落ち着いてきている。 
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【動物・植物・生態系】 

No. 質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

１ 

既存施設の設置の前と後でバードストライクや鳥類の死骸

が増えたという報告は出ていないのか 

（重田委員） 

バードストライクであろう死骸は何羽か発生している。ただし

大量にではない。年間数羽程度。 

２ 

天神川の河口には大きな砂州ができているが、アジサシ等

がよく来る営巣地になっていると思うので、工事を行う際には

考慮すべき。 

（梶川委員） 

資材の搬入ルート等について、日本野鳥の会の鳥取県支

部と情報交換した上で行っていきたいと考えている。 

３ 

要約書の p71 表4.3.5-5 で示す有識者のヒアリング結果で

上げられている種について、要約書 p69 表 4.3.5-2 であげて

いる重要な種に入っていないものがある。例えば、ハマナス

（鳥取県の絶滅危惧種２類に指定）など。このヒアリング結果

についてはどのように反映していくのか。 

（須貝委員） 

鳥類及び植物について、地域の重要な植物、鳥類の生

息・生育環境に関する情報をあらかじめ収集することと、方法

書に向けた調査の適地という観点から、倉吉博物館にヒアリン

グを行っており、この結果を方法書での調査方法に反映して

いく。ヒアリングで得られた重要な種、重要な環境については

環境配慮の今後の方向性の検討に反映する。（委託業者） 

 

【事業者補足】 

ヒヤリングは、倉吉博物館を通じて有識者(倉吉自然科学

研究会)に対して実施。 

４ 

北条砂丘は砂浜が広がっており、砂浜の海岸植生は重要

なので、海岸植生の調査をしっかりして生態系が守られるよう

に検討してほしい。 

（須貝委員） 

砂丘植生が非常に重要であることは認識している。学識経

験者からもっと情報を収集して今後の検討を進めていく。 

（委託業者） 

５ 

北条川の河口付近のハマナスや由良川以西に重要な植

物があると記載しているが、それ以外についても調査を行う

か。  

（佐野会長） 

そのように考えている。 

６ 

色によってバードストライクに違いは出るというデータはあるの

か。 

（佐野会長） 

資料は持ち合わせてないが、色による違いはないと聞いて

いる。以前に伺った話では、的のような形で色をつければ一

時的にはバードストライクの回避の効果があるようだが、ある

一定時期を超えると慣れて効果がなくなるらしい。 

 

【地形･地質】 

No. 質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

１ 

海岸法に基づく海岸保全区域が事業計画地の東側に存

在する。その背後地には飛砂防止保安林が設けてある。今

後こうしたところに開発すると位置づけられているが今後可能

性があるのか無いのかしっかりと検討した方が良い。 

(河川課) 

海岸保全区域については記載していないので今後検討し

ていきたい。 

飛砂防止保安林については、森林地域に保安林を含むと

あるのでそこで読み取っていただきたい。 

 

【事業者補足】 

開発については、今後関係機関と調整し検討していきた

い。 

２ 

事業主体が町になるか民間になるかによって保安林解除

できるか否かが変わってくる。解除に迎える可能性があるが、

民間が運用主体になった場合は、保安林解除が原則できな

いため注意が必要。 

(森林づくり推進課) 

十分配慮したい。 

３ 
既設の風車は、北条砂丘の改変を行って設置したのか。 

（中村副会長） 

現在の砂丘畑部分は北条砂丘となるので、改変したという

ことになる。 
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４ 

既存の施設の基礎はどのくらいの大きさか。既存の施設と

新設の施設では、風車の数は減るが、基礎の占める面積は

大きくなるのか。 

（作野委員） 

既存施設の基礎は、正確な値は持ち合わせていないが

10m×10m 程度。基数自体は減るが１基あたりの基礎の面積

は増えるので合計面積では大きくなるかもしれない。 

 

【事業者補足】 

既設施設の基礎は、最大 13.5m×13.5m で合計面積は

1,410m2 となり、基礎の占める面積は大きくなる。 

 

 

 

 

【景観、人と自然との触れ合い活動の場】 

No. 質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

１ 

風車の色彩について、周囲の環境になじみやすい色彩に

すると記載があるが、現在の白とオレンジのような色と異なっ

たものになるのか。 

（中村副会長） 

周囲となじむとなるとグレーがかった白色となるので、現状

と同様な色彩になるかと思う。現在ブレードの先端にあるオレ

ンジ色については航空法に基づき、障害灯の代わりに着色し

ているもの。 

２ 

山陰道(北条道路)は高架が高く、近くに風車ができた場

合、交通に対しての影響はどうなるのか。 

(増本委員) 

風車が風を発生させることはないので横風が発生すること

はないと思うが、近くでブレードが回るので、視覚に入ってき

て支障があるかもしれない。国交省と協議して設置場所等検

討していきたい。 

３ 

新設する風車は、夜間の点滅灯は現状と同じか。琴浦町

は白色が点滅しているが、個人的には怖かった。高さも1.5倍

となるということで、巨像恐怖症の方は恐怖を感じると思うがど

うか。 

(重田委員) 

航空障害灯は、一定の高さの建造物は航空法により高さを

知らせるための点滅する光やブレードの先を赤色にするとい

うことが必要。既設の風車は赤色灯を設置しているが、隣接

の町では白色灯を設置している。これについては色の違いは

あるが同じようなタワーのナセルに設置する予定。 

光の色の具合によっても感じ方があると思うし、1.5 倍という

ことで今より威圧的になる。不安を感じられる方もおられると思

うので、一緒に生活される方の意見は、住民主体の検討会の

中でしっかりと意見を聞いていきたい。 

４ 

景観において、とても気になるから風車を小さくしてほしい

と住民から要望があったら小さくする可能性はあるのか。 

(中村副会長) 

現実的に 1500kW 級のサイズを製造しているメーカーがな

く、陸上風力を設置する場合は大型化せざるを得ない現状。

なるべく影響がない場所への設置を検討したい。 

５ 

エリアの一部が北条砂丘景観形成区域の重点区域となっ

ている。現状把握に落とし込まれていないので、きちんと把握

した上で施設の位置等を検討してほしい。また道から見える

景観や、住宅から見える景観も重要なのでその点も配慮いた

だきたい。 

(住まいまちづくり課) 

景観については十分に配慮していきたい。 

６ 

一番近くに青山剛昌ふるさと館があるが、主要な眺望点に

入っていないのは何故か。 

青山剛昌ふるさと館の周辺では、長いもマラソン等イベント

もある。散策をされる方も多くあり、そこからの眺望は大切と思

うので景観の面で配慮していただきたい。青山剛昌ふるさと

館を訪ねてきた人の動き等も考慮していただきたい。 

(正岡委員) 

青山剛昌ふるさと館は屋内施設。屋外のものについての配

慮の対象にならないと考えている。景観については距離の遠

い近いにかかわらずいろんな面で検討したいが、予測地点に

ついては主要な眺望地点からの可能性としての調査というこ

とで御理解いただきたい。 

７ 

ハワイ風土記念館は屋外で活動する場所があるという理解

になるのか。 

(正岡委員) 

屋外から景色が見える。屋内はもちろん、屋外に展望台も

あることから屋外施設を予測地点としていると考える。 
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８ 

配慮書 122 ページに学校等特に配慮が必要な施設の記

載があるが、こちらは事業実施区域からという記載になってい

る。188 ページ、こちらは風車の設置エリアから 2km となって

いる。特に配慮が必要な施設が6個くらい減っている。その内

訳を表にしていただきたい。122 ページでは 25 施設、こちら

は表になっているが、190、1 ページではどこが該当している

かわからない。併せて、最も近い住宅が事業実施区域では

50m とあるが、風車設置エリアからになると、元々住宅がない

とはあるが、実際どこが一番近くの住宅になるのか。 

(星空環境推進室) 

189 ページは施設数の表示のみになっているので、その辺

り 122 ページと同じように施設への影響がわかるように検討し

たい。住宅についても同様に検討したい。 

 

【事業者補足】 

事業実施区域には住宅がないため、風車設置エリアから

の最寄り住宅は事業実施区域からの最寄り住宅と同じであ

る。 

９ 

この度の事業者は北栄町ということで、すごく身近でいい意

味でも悪い意味でも住民と近い関係。最初に環境政策のシ

ンボルとおっしゃっていたが、地域の人たちはこの風車を不

快に感じているのか誇りに思っているのか。特に子供達はどう

か。 

(佐野会長) 

実際にアンケートをしたわけではないが、総合計画である

まちづくりビジョンの中でも町民の意見として、北栄町で他地

域の皆さんにお知らせしたいものとして北条砂丘風力発電所

があげられている。毎年小学 4 年生を対象に環境学習をやっ

ており、風力発電の説明等行っている。興味を持って見てい

ただいていると思い、そうした意味では北栄町民の環境施策

のシンボルとしての存在は、行政だけの思いではないのでは

ないかと思う。 

 

【その他】 

No. 質問・意見概要 審査会における事業者の回答 

１ 

天神川と北条放水路及び９号線に挟まれた地域について

は、洪水時には水が漏れやすい土地。低水地であり、洪水時

には水が長時間滞留する場所だと思うが、風車が長時間洪

水流にさらされている時に塗装が溶出してそれが地下浸透す

るとどのように流出するのか考えておく必要があるのはない

か。 

（梶川委員） 

二次災害が発生しないように、基礎の施工や設備の設置

については十分に検討していく。ただし、国土交通省のハザ

ードマップでは、一番北の海岸線沿いは、天神川が氾濫した

場合の浸水地域とは若干ずれているので、それにより塗装が

水に浸出して悪影響を及ぼすとは考えづらいと考えている。

また、基礎部分が１m くらいの高さがあるのでその点でも安全

だとは思っているが、現在はどのような災害が起こるかわから

ないので施工にあっては配慮していきたい。 

２ 

建設予定地は海沿いの土地だが、建設予定地は砂地なの

で、津波が発生した際に、基礎がしっかりしていないと風車の

周りが洗掘されて倒れてしまう可能性があるかもしれないので

検討した方がよい。 

（梶川委員） 

施工にあっては配慮していきたい。 

３ 

地盤沈下に関して、水準測量が行われていないとのことだ

が、平成２８年の鳥取中部地震の後に堤防が沈下していない

か調査をされているはず。氾濫浸水のデータ（ハザードマッ

プ）が平成３０年に公開されたと思うが、それが地震の影響が

考慮されたデータなのか確認したほうがよい。地震後に地盤

がどの程度沈下しているのかを考慮して設計を行った方がよ

い。 

（梶川委員） 

H28 年の地震後に海岸での測量調査が行われているのか

把握していないので、確認しながら調査は進めたい。 

４ 

冬期に降雪や海からの水蒸気がブレードに氷結して、落

下してものに当たったという報告は無いか。新設する設備は

ローター径が約１．５倍なので、現状で国道９号線に届いてい

ないものが届いてしまう可能性はないのか。 

（重田委員） 

既設の風車について落氷、落雪は発生している。風の無

い時に雪がブレード及び機体に積もって氷になり、そのまま

運転を開始して近くの畑に落ちるということは起きている。た

だし、人に当たる等の大きな事故は起きていない。 

 運転をしなければ落ちていくので、現状ではブレード等に

着雪や着氷が生じている際には運転を止めて対策をとってい

る。更新後はブレードも大きくなり威力は増すと思うが、同様

に運転を止めることで事故を防ぐことができると考えている。 
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5 

落氷を防ぐための運転停止ついては、どのような基準で誰

が判断しているのか。 

（重田委員） 

運転管理については町の職員が行っており、降雪時には

着氷があったとして、溶けて落ちるまで運転を停止している。 

６ 

建設予定地周辺は今後山陰道（北条道路）が整備される

予定だが、どの程度の距離を開ける必要がある等の基準はあ

るか。 

（中村副会長） 

国交省に確認したが、明確な基準はないとのこと。ただし、

実際にはいろいろと配慮が必要だと考えている。 

７ 

今想定している風車は、すでに稼働している同型機は国

内であるか。若しくは同じくらいの規模の風車が稼働している

ところはあるか。 

(中村副会長) 

把握していないだけかもしれないが、今時点で国内で

3000kW の風車はないのではないかと思う。これから導入され

る陸上風車は 3000kW 以上を検討されているところはある。 

 

【事業者補足】 

現時点においては、国内ではわずかではあるが 3000kW

以上の風車が設置されている。また、これから導入される陸上

風車は 3000kW 以上の風車を検討しているサイトがほとんど

である。 

８ 

エリア全般的に農業振興地域並びに農地だが、北栄町の

担当課とはどの程度協議をされているか。 

(経営支援課) 

まだ設置位置が決まっていないため、詳細協議はしていな

いが、風車の更新計画については町として横断的に周知して

いる。 

９ 

説明の冒頭で収支について述べられていたが、基数を少

なくする中で、売電価格も下がっていると思うが今後の事業

の収支予測はどうか。 

(佐野会長) 

今の FIT の固定価格を使えば、収支はトントンになるので

はないかと予測している。 

10 

陸上に風車を建てるのは環境に対する影響が大きいの

で、洋上風力やブレードのない風車については検討したか。 

北栄町はせっかく先進的な取組をしているので、海外の事

例も勉強しながら事業を進めてもらいたい。 

(佐野会長) 

詳細検討までに至っていないが、方針協議の段階では話

があがった。ただ洋上風力で安定的に対応している事例がな

いということと、海上でのメンテナンスを考えると陸上風力での

再整備とすることが現実的という結論に至った。新技術である

ブレードのないものについても同様に、大型風車での導入実

績が無いため検討していない。 

 





  別紙② 

 

下表において褐色で着色した施設は、配慮書 190 ページにおける図 4.3.3-1 において、風

車設置エリアから 2km 外となっており、検討対象外とされたものである。 

 

区分 図中No. 施設名 所在地 

事業実施想定区

域からの距離 

（km） 

教育施設 

1 羽合小学校 湯梨浜町はわい長瀬535 1.78 

2 大栄小学校 北栄町由良宿213 1.89 

3 北条小学校 北栄町国坂680 1.62 

4 大栄中学校 北栄町由良宿340 1.64 

5 北条中学校 北栄町土下100-1 1.85 

6 鳥取中央育英高等学校 北栄町由良宿291-1 1.49 

医療施設 1 （医）専仁会信生病院 倉吉市清谷町1-286 1.95 

社会福祉

施設 

1 
社会福祉法人みのり福祉会北栄みのり

デイサービスセンター 
北栄町東園218-1 1.00 

2 
社会福祉法人北栄町社会福祉協議会デ

イサービスセンターだいえい 
北栄町瀬戸29-9 1.65 

3 
社会福祉法人北栄町社会福祉協議会北

条デイサービスセンター 
北栄町土下118-5 1.86 

4 北条こども園 北栄町国坂680 1.61 

5 アロハデイサービスセンターあずま園 湯梨浜町水下166-1 1.72 

6 シニアコートゆりはま 湯梨浜町田後224-1 1.38 

7 デイサービスセンターくるみの木 北栄町松神145-1 1.17 

8 
べるびゅー大栄サービス付き高齢者向

け住宅 
北栄町六尾604-1 1.90 

9 べるびゅー大栄デイサービス楽園 北栄町六尾2005 1.94 

10 べるびゅー大栄夢の園 北栄町六尾2006 1.97 

11 べるびゅー大栄太陽の園 北栄町六尾1000 1.90 

12 北栄デイサービスセンターあずま園 北栄町東園331-1 0.97 

13 大誠こども園 北栄町瀬戸38-1 1.46 

14 由良こども園 北栄町由良宿1802-1 1.67 

15 たじりこども園 湯梨浜町田後781-2 1.24 

16 ながせこども園 湯梨浜町はわい長瀬544 1.73 

17 セラトピア 北栄町瀬戸45-2 1.45 

18 ル・サンテリオン北条 北栄町土下123-1 1.72 
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検

を
お

こ
な

う
こ

と
。

 

（
星

空
推

進
室

） 

・
公

立
の

認
定

こ
ど

も
園

は
入

っ
て

い
る

が
、

私
立

の
認

定
こ

ど
も

園
は

入
っ

て
い

な
い

（
北

条
み

ど
り

こ
ど

も
園

）
 

・
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
は

入
っ

て
い

る
が

、
小

規
模

多
機

能
型

居
室

介
護

事
業

所
（
な

ご
み

の
さ

と
）
や

認
知

症
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

(北
条

み
の

り
)は

入
っ

て
い

な
い

。
 

【
意

見
の

対
象

と
な

る
配

慮
書

の
ペ

ー
ジ

・
行

等
】 

P
3
-
95

(1
2
1)

 

社
会

福
祉

施
設

に
つ

い
て

は
、

再
度

見
直

し
の

上
、

方
法

書
以

降

に
て

見
直

し
の

結
果

を
反

映
い

た
し

ま
す

。
 

資
料

２
 



2
 

 N
o

. 
意

見
の

内
容

 
意

見
の

理
由

 
事

業
者

見
解

 

5
 

地
元

住
民

や
周

辺
事

業
者

等
に

対
し

、
本

事
業

及
び

そ
れ

に
伴

う

環
境

影
響

に
係

る
情

報
を

積
極

的
に

提
供

す
る

と
と

も
に

、
関

係
者

か

ら
の

意
見

や
要

望
に

対
し

、
十

分
な

説
明

と
誠

意
あ

る
対

応
を

行
う
こ

と
。

 （
中

部
総

合
事

務
所

 
生

活
環

境
局

）
 

 
ご

指
摘

の
と

お
り

、
地

元
住

民
や

周
辺

事
業

者
等

に
対

し
、

本
事

業

及
び

そ
れ

に
伴

う
環

境
影

響
に

係
る

情
報

を
積

極
的

に
提

供
す

る
と

と

も
に

、
関

係
者

か
ら

の
意

見
や

要
望

に
対

し
、

十
分

な
説

明
と

誠
意

あ

る
対

応
を

行
い

ま
す

。
 

6
 

配
慮

書
に

お
い

て
工

事
実

施
に

よ
る

影
響

に
つ

い
て

は
、

計
画

熟

度
が

低
い

こ
と

を
理

由
に

調
査

・
予

測
・
評

価
の

対
象

外
と

さ
れ

て
い

る

が
、

工
事

が
比

較
的

大
規

模
で

あ
り

、
資

材
搬

入
ル

ー
ト
に

つ
い

て
も

隣
接

自
治

体
を

含
む

な
ど

、
広

範
囲

に
影

響
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

こ
の

こ
と

か
ら

、
早

急
に

事
業

計
画

の
熟

度
を

高
め

、
計

画
段

階
環

境

配
慮

事
項

と
し

て
改

め
て

工
事

実
施

に
よ

る
環

境
影

響
に

係
る

予
測

・

評
価

を
実

施
し

、
重

大
な

影
響

の
有

無
を

確
認

す
る

こ
と

。
 

（
中

部
総

合
事

務
所

 
生

活
環

境
局

）
 

大
規

模
な

工
事

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

住
民

等
の

注
目

度
も

高
く

、
苦

情

等
の

発
生

の
可

能
性

も
高

い
と

考
え

ら
れ

る
た

め
。

 

 

【
意

見
の

対
象

と
な

る
配

慮
書

の
ペ

ー
ジ

・
行

等
】 

P
４

-
１

(1
８
０

) 

ご
意

見
を

踏
ま

え
、

方
法

書
段

階
で

は
工

事
計

画
の

熟
度

を
高

め
、

重
大

な
影

響
の

有
無

を
把

握
す

る
と

と
も

に
、

工
事

実
施

に
よ

る
環

境

影
響

に
係

る
調

査
、

予
測

・
評

価
の

手
法

を
検

討
い

た
し

ま
す

。
ま

た
、

具
体

的
に

工
事

の
影

響
評

価
に

つ
い

て
は

方
法

書
以

降
に

現
地

調
査

を
実

施
し

た
後

、
準

備
書

段
階

で
お

示
し

い
た

し
ま

す
。

 

 【
大

気
室

、
騒

音
・低

周
波

音
、
振

動
】 

N
o

. 
意

見
の

内
容

 
意

見
の

理
由

 
事

業
者

見
解

 

1
 

住
居

の
ほ

か
、

学
校

、
福

祉
施

設
な

ど
配

慮
が

必
要

な
施

設
が

風

車
設

置
エ

リ
ア

の
近

い
範

囲
に

多
数

存
在

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
騒

音
や

風
車

の
影

に
よ

る
影

響
が

特
に

懸
念

さ
れ

ま
す

。
各

施
設

に
対

す
る

影

響
を

十
分

に
調

査
、

予
測

し
、

環
境

へ
の

影
響

を
回

避
又

は
最

大
限

低

減
す

る
と

と
も

に
、

重
大

な
環

境
影

響
が

予
測

さ
れ

た
場

合
は

設
置

基

数
の

縮
小

も
含

め
検

討
す

る
こ

と
。

 

ま
た

合
わ

せ
て

、
既

存
風

車
設

置
前

後
に

お
け

る
騒

音
、

振
動

等
の

環
境

の
変

化
や

、
既

存
風

車
設

置
に

係
る

地
域

住
民

か
ら

の
相

談
や

苦
情

等
の

状
況

つ
い

て
過

去
に

遡
っ

て
調

査
を

行
い

、
本

事
業

計
画

に
適

切
に

反
映

す
る

こ
と

。
 

（
中

部
総

合
事

務
所

 
生

活
環

境
局

）
 

 
1

点
目

に
つ

き
ま

し
て

は
、

ご
指

摘
の

と
お

り
、

各
施

設
に

対
す

る
影

響
を

十
分

に
調

査
、

予
測

し
、

環
境

へ
の

影
響

を
回

避
又

は
最

大
限

低

減
す

る
と

と
も

に
、

配
置

検
討

や
機

種
検

討
に

よ
っ

て
、

重
大

な
影

響
を

回
避

で
き

な
い

場
合

に
は

、
設

置
基

数
の

縮
小

も
含

め
検

討
し

ま
す

。
 

2
点

目
に

つ
き

ま
し

て
は

、
既

設
風

車
に

関
す

る
O

n
／

o
ff

調
査

の

実
施

を
検

討
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

こ
の

結
果

や
過

去
の

苦
情

状
況

等
を

参
考

に
し

な
が

ら
、

新
設

風
車

に
よ

る
騒

音
の

変
化

影
響

の
予

測

評
価

及
び

配
置

計
画

に
反

映
さ

せ
る

計
画

で
す

。
ま

た
、

本
計

画
に

あ

た
っ

て
、

各
区

の
住

民
代

表
と

有
識

者
を

交
え

た
風

力
発

電
設

備
の

更

新
検

討
会

を
設

置
し

て
お

り
、

検
討

会
の

場
を

活
用

し
て

既
設

風
車

に

係
る

率
直

な
ご

意
見

（
苦

情
等

）
を

頂
戴

し
、

事
業

に
反

映
い

た
し

ま

す
。

 

2
 

使
用

す
る

建
設

機
械

に
つ

い
て

、
『
可

能
な

限
り

』
低

騒
音

型
、

低
振

動
型

を
用

い
る

と
さ

れ
て

い
る

が
、

使
用

す
る

建
設

機
械

の
種

類
・
規

模

に
お

い
て

環
境

配
慮

型
が

設
定

さ
れ

て
い

る
の

で
あ

れ
ば

、
環

境
配

慮

型
を

使
用

す
る

べ
き

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
 

（
中

部
総

合
事

務
所

 
生

活
環

境
局

）
 

限
定

条
件

の
定

義
が

不
明

で
あ

り
、

機
材

手
配

、
予

算
等

の
理

由
で

も

環
境

配
慮

型
の

機
材

を
使

用
し

な
い

可
能

性
が

あ
る

よ
う
に

読
め

る
。

 

 

【
意

見
の

対
象

と
な

る
配

慮
書

の
ペ

ー
ジ

・
行

等
】 

P
2
-
23

(2
4
) 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、

使
用

す
る

建
設

機
械

の
種

類
・
規

模
に

お
い

て

環
境

配
慮

型
が

設
定

さ
れ

て
い

る
場

合
は

環
境

配
慮

型
を

使
用

す
る

方
向

で
検

討
し

ま
す

。
 

    



3
 

 【
地

形
・地

質
】 

N
o

. 
意

見
の

内
容

 
意

見
の

理
由

 
事

業
者

見
解

 

1
 

天
神

川
の

氾
濫

想
定

は
平

成
28

年
6

月
に

公
開

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

れ
は

中
部

地
震

発
生

前
で

あ
り

地
震

の
影

響
は

考
慮

さ
れ

て
い

な
い

と

考
え

ら
れ

る
。

 

県
管

理
等

が
平

成
3
0

年
に

公
開

さ
れ

て
い

る
の

で
、

地
震

後
に

地
盤

が
ど

の
程

度
沈

下
し

て
い

る
の

か
を

確
認

し
て

、
そ

れ
を

考
慮

し
て

設

計
を

行
っ

た
方

が
よ

い
。

 

（
梶

川
委

員
） 

※
 審

査
会

で
出

た
意

見
の

【
そ

の
他

】
３

に
関

す
る

意
見

 

 

情
報

を
ご

提
供

い
た

だ
き

、
あ

り
が

と
う
ご

ざ
い

ま
す

。
ご

指
摘

を
踏

ま

え
、

地
震

後
の

地
盤

沈
下

の
状

況
を

考
慮

し
つ

つ
、

風
車

基
礎

等
の

計
画

、
設

計
を

検
討

し
ま

す
。

 

 

保
安

林
区

域
に

お
け

る
計

画
配

慮
事

項
に

つ
い

て
 

・
出

力
拡

大
に

伴
い

、
１

基
あ

た
り

の
保

安
林

作
業

許
可

面
積

が
０

．
０

５

ｈ
ａ
を

超
え

る
場

合
は

、
保

安
林

解
除

が
必

要
と

な
る

。
 

・
本

地
域

の
保

安
林

は
、

海
岸

に
近

接
し

た
林

帯
幅

2
5
0ｍ

未
満

の
保

安
林

の
た

め
、

解
除

に
お

け
る

級
地

区
分

上
、

１
級

地
と

な
る

。
 

・
1

級
地

の
保

安
林

は
、

原
則

と
し

て
解

除
は

不
可

。
 

・
農

山
漁

村
再

エ
ネ

法
に

基
づ

く
基

本
計

画
等

が
策

定
さ

れ
て

い
る

場

合
は

、
用

地
事

情
に

係
る

「
そ

の
地

域
に

お
け

る
公

的
な

各
種

土
地

利
用

計
画

に
即

し
た

も
の

」
に

該
当

す
る

と
考

え
ら

れ
、

解
除

で
き

る

可
能

性
は

あ
る

。
 

（
森

林
づ

く
り

推
進

課
） 

「
森

林
法

に
基

づ
く

保
安

林
及

び
保

安
施

設
地

区
関

係
事

務
に

係

る
処

理
基

準
に

つ
い

て
」
に

基
づ

く
 

1
2

林
野

治
第

7
90

号
 

平
成

1
2

年
4

月
27

日
 

農
林

水
産

事
務

次
官

か
ら

各
都

道
府

県
知

事
あ

て
 

［
最

終
改

正
］
:平

成
29

年
3

月
29

日
  
28

林
整

治
第

25
31

号
 

  【
意

見
の

対
象

と
な

る
配

慮
書

の
ペ

ー
ジ

・
行

等
】 

 
P
.４

-
５
２

（2
31

） 

（
３

）
評

価
 

②
評

価
結

果
 

保
安

林
に

つ
い

て
は

直
接

的
な

改
変

を
極

力
避

け
る

よ
う
に

配
置

検

討
を

行
い

ま
す

が
、

や
む

を
得

ず
改

変
が

保
安

林
区

域
内

に
及

ぶ
場

合
に

は
、

「
森

林
法

に
基

づ
く

保
安

林
及

び
保

安
施

設
地

区
関

係
事

務

に
係

る
処

理
基

準
に

つ
い

て
」
に

基
づ

き
、

鳥
取

県
関

係
課

な
ど

関
係

機
関

と
調

整
協

議
を

実
施

し
、

適
切

に
対

応
い

た
し

ま
す

。
 

 【
動

物
・植

物
・
生

態
系

】 

N
o

. 
意

見
の

内
容

 
意

見
の

理
由

 
事

業
者

見
解

 

1
 

聞
取

り
を

行
っ

た
N

P
O

団
体

、
又

は
県

博
物

館
等

は
記

載
内

容
を

確
認

さ
れ

て
い

ま
す

で
し

ょ
う
か

。
 

（
緑

豊
か

な
自

然
課

） 

記
載

が
聞

き
取

り
を

行
っ

た
者

の
意

図
し

て
い

な
い

結
論

に
な

っ
て

い
る

場
合

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

確
認

が
必

要
と

考
え

ま
す

。
ま

た
、

動
物

・

植
物

と
も

記
載

さ
れ

た
種

が
多

岐
に

わ
た

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
複

数
の

専
門

家
の

視
点

で
確

認
を

行
っ

た
方

が
よ

い
と

考
え

ま
す

。
 

 【
意

見
の

対
象

と
な

る
配

慮
書

の
ペ

ー
ジ

・
行

等
】 

 
動

物
・
植

物
・
生

態
系

に
係

る
記

載
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
っ

た
N

P
O

団
体

に
は

、
議

事
録

の
内

容
を

ご
確

認

い
た

だ
い

て
お

り
ま

す
。

 

ま
た

、
方

法
書

作
成

に
あ

た
っ

て
は

、
ご

指
摘

を
踏

ま
え

、
鳥

類
や

植

物
以

外
の

専
門

家
等

に
も

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

実
施

し
ま

す
。

 

2
 

天
神

川
河

口
に

コ
ア

ジ
サ

シ
の

繁
殖

地
が

あ
り

ま
す

。
繁

殖
期

の
4

月
下

旬
か

ら
7

月
上

旬
に

か
け

て
設

置
工

事
や

解
体

工
事

に
関

係
し

て
河

口
を

利
用

す
る

場
合

、
繁

殖
に

及
ぼ

す
影

響
が

最
少

と
な

る
よ

う

配
慮

を
お

願
い

し
ま

す
。

 

（
緑

豊
か

な
自

然
課

） 

近
年

で
は

県
内

で
最

大
の

コ
ア

ジ
サ

シ
の

繁
殖

地
で

あ
り

、
自

然
保

護
団

体
が

県
の

補
助

金
を

活
用

し
な

が
ら

繁
殖

促
進

の
た

め
の

活
動

を
長

く
実

施
さ

れ
て

い
る

場
所

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

工
事

の
影

響
が

最
少

と
な

る
よ

う
配

慮
が

必
要

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

 

 【
意

見
の

対
象

と
な

る
配

慮
書

の
ペ

ー
ジ

・
行

等
】 

 
動

物
・
植

物
・
生

態
系

に
係

る
記

載
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、

日
本

野
鳥

の
会

の
鳥

取
県

支
部

と
情

報
交

換
し

つ
つ

、
例

え
ば

、
繁

殖
期

に
留

意
し

た
工

事
計

画
を

立
案

す
る

な
ど

、

天
神

川
河

口
の

コ
ア

ジ
サ

シ
繁

殖
地

へ
の

影
響

が
最

少
と

な
る

よ
う
に

い
た

し
ま

す
 

 



4
 

 【
景

観
、
人

と
自

然
と

の
触

れ
合

い
活

動
の

場
】 

N
o

. 
意

見
の

内
容

 
意

見
の

理
由

 
事

業
者

見
解

 

1
 

実
施

想
定

区
域

に
鳥

取
県

景
観

計
画

に
基

づ
く

景
観

重
点

区
域

の

エ
リ
ア

が
含

ま
れ

て
い

る
た

め
、

主
要

な
眺

望
景

観
の

ほ
か

、
実

施
想

定
区

域
周

辺
の

近
傍

地
に

も
調

査
地

点
を

置
い

て
予

測
及

び
評

価
の

実
施

を
検

討
し

て
く

だ
さ

い
。

 

（
住

ま
い

ま
ち

づ
く

り
課

） 

国
道

9
号

線
沿

い
に

は
沿

道
海

浜
景

観
形

成
重

点
区

域
の

北
条

砂
丘

景
観

形
成

区
域

が
設

定
さ

れ
て

い
る

た
め

、
砂

丘
等

の
景

観
形

成
に

支
障

と
な

ら
な

い
よ

う
、

景
観

予
測

に
つ

い
て

は
、

地
域

の
主

要
な

眺
望

点
以

外
に

、
実

施
想

定
区

域
周

辺
の

近
傍

地
域

で
日

常
的

に
利

用
さ

れ
て

い
る

場
所

、
民

家
が

集
積

し
て

い
る

地
区

や
道

路
等

か
ら

の

視
覚

的
変

化
を

調
査

し
評

価
す

る
こ

と
も

必
要

な
た

め
で

す
。

 

 【
意

見
の

対
象

と
な

る
配

慮
書

の
ペ

ー
ジ

・
行

等
】 

P
２

３
２

～
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、

方
法

書
以

降
に

お
い

て
は

、
実

施
想

定
区

域
周

辺
の

近
傍

地
に

も
調

査
地

点
を

置
い

て
予

測
及

び
評

価
の

実
施

を
検

討
し

ま
す

。
 

ま
た

、
審

査
会

で
ご

指
摘

の
あ

っ
た

青
山

剛
昌

ふ
る

さ
と

館
に

つ
い

て
も

調
査

地
点

の
対

象
と

い
た

し
ま

す
。

 

2
 

景
観

法
、

鳥
取

県
景

観
形

成
条

例
及

び
鳥

取
県

景
観

計
画

を
踏

ま

え
、

景
観

に
配

慮
し

て
く

だ
さ

い
。

 

（
住

ま
い

ま
ち

づ
く

り
課

） 

北
条

砂
丘

の
景

観
へ

の
影

響
を

回
避

ま
た

は
低

減
す

る
た

め
に

は
、

景
観

法
、

鳥
取

県
景

観
形

成
条

例
及

び
鳥

取
県

景
観

計
画

を
踏

ま
え

検
討

す
る

こ
と

が
必

要
な

た
め

で
す

。
 

 【
意

見
の

対
象

と
な

る
配

慮
書

の
ペ

ー
ジ

・
行

等
】 

P
２

３
２

～
 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、

景
観

法
、

鳥
取

県
景

観
形

成
条

例
及

び
鳥

取

県
景

観
計

画
を

踏
ま

え
、

風
車

配
置

や
塗

色
等

、
景

観
に

配
慮

し
ま

す
。

 

 【
廃

棄
物

】 

N
o

. 
意

見
の

内
容

 
意

見
の

理
由

 
事

業
者

見
解

 

1
 

今
後

の
手

続
き

に
お

い
て

、
既

存
施

設
の

解
体

・
撤

去
や

建
設

工
事

等
に

伴
う
環

境
負

荷
を

適
切

に
調

査
、

予
測

及
び

評
価

し
、

そ
の

結
果

を
踏

ま
え

た
環

境
保

全
措

置
を

検
討

す
る

こ
と

を
求

め
る

。
ま

た
、

解
体

工
事

、
建

設
工

事
及

び
施

設
の

供
用

に
伴

い
発

生
す

る
廃

棄
物

は
、

関
係

法
令

に
基

づ
き

可
能

な
限

り
有

効
利

用
に

努
め

、
適

正
な

処
理

を

実
施

す
る

こ
と

を
求

め
ま

す
。

 

(循
環

型
社

会
推

進
課

) 

 
ご

指
摘

を
踏

ま
え

、
方

法
書

に
お

い
て

調
査

方
針

等
を

整
理

の
上

、

準
備

書
段

階
に

お
い

て
、

既
存

施
設

の
解

体
・
撤

去
や

建
設

工
事

等

に
伴

う
環

境
負

荷
を

適
切

に
調

査
、

予
測

及
び

評
価

し
、

そ
の

結
果

を

踏
ま

え
た

環
境

保
全

措
置

に
つ

い
て

記
載

し
ま

す
。

 

ま
た

、
解

体
工

事
、

建
設

工
事

及
び

施
設

の
供

用
に

伴
い

発
生

す

る
廃

棄
物

は
、

関
係

法
令

に
基

づ
き

可
能

な
限

り
有

効
利

用
に

努
め

る

計
画

を
検

討
し

、
適

正
に

処
理

し
ま

す
。

 



5
 

  【
そ

の
他

】 

N
o

. 
意

見
の

内
容

 
意

見
の

理
由

 
事

業
者

見
解

 

1
 

今
後

、
風

力
発

電
機

の
設

置
個

所
が

正
確

に
な

っ
た

段
階

に
お

い

て
、

地
下

の
埋

蔵
文

化
財

の
有

無
に

つ
い

て
、

北
栄

町
教

育
委

員
会

生
涯

学
習

課
と

協
議

が
必

要
で

す
。

 

ま
た

、
今

回
提

示
さ

れ
て

い
る

「
事

業
実

施
想

定
区

域
」
は

、
山

陰
道

（
北

条
道

路
）
の

工
事

計
画

エ
リ
ア

と
重

複
し

て
い

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

こ
の

た
め

、
埋

蔵
文

化
財

の
有

無
の

観
点

か
ら

も
、

発
電

所
計

画
と

山
陰

道
（
北

条
道

路
）
開

発
事

業
と

の
間

で
、

十
分

な
調

整
が

必
要

で

す
。

既
に

山
陰

道
（
北

条
道

路
）
の

工
事

に
先

立
っ

て
、

地
下

の
埋

蔵

文
化

財
の

有
無

を
調

べ
る

た
め

の
ボ

ー
リ
ン

グ
調

査
を

実
施

し
て

お
り

、

そ
の

結
果

を
参

考
に

す
べ

き
と

考
え

ま
す

。
 

（
と

っ
と

り
弥

生
の

王
国

推
進

課
） 

文
化

財
保

護
法

第
９

３
条

、
９
４

条
 

1
点

目
に

つ
き

ま
し

て
は

、
ご

指
摘

の
と

お
り

、
風

力
発

電
機

の
設

置

位
置

が
概

ね
決

定
し

た
段

階
に

お
い

て
、

北
栄

町
教

育
委

員
会

生
涯

学
習

課
と

協
議

し
、

地
下

の
埋

蔵
文

化
財

の
有

無
を

確
認

し
ま

す
。

 

2
点

目
に

つ
き

ま
し

て
は

、
山

陰
道

（北
条

道
路

）
の

工
事

計
画

エ
リ

ア
と

重
複

し
て

い
る

可
能

性
が

あ
る

と
の

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、

国
土

交
通

省
と

の
間

で
、

埋
蔵

文
化

財
の

有
無

の
観

点
か

ら
も

十
分

な
調

整
を

行

い
ま

す
。

ま
た

、
既

に
山

陰
道

（
北

条
道

路
）
の

工
事

前
に

実
施

さ
れ

て

い
る

ボ
ー

リ
ン

グ
調

査
の

結
果

等
に

つ
い

て
も

情
報

交
換

を
行

い
、

事

業
計

画
を

検
討

す
る

上
で

参
考

に
い

た
し

ま
す

。
 

2
 

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

事
前

に
町

の
農

振
法

担
当

課
と

十

分
協

議
す

る
こ

と
。

 

 
（
経

営
支

援
課

） 

・
事

業
実

施
想

定
区

域
は

農
業

振
興

地
域

で
あ

り
、

そ
の

大
部

分
が

町

が
指

定
す

る
農

用
地

と
な

っ
て

い
る

。
 

・
風

車
の

設
置

に
あ

た
っ

て
は

、
農

用
地

除
外

お
よ

び
農

地
法

に
基

づ

く
農

地
転

用
が

必
要

と
な

る
。

 

 【
意

見
の

対
象

と
な

る
配

慮
書

の
ペ

ー
ジ

・
行

等
】 

ｐ
1
7
0 

（３
）
そ

の
他

の
法

令
等

 

⑤
農

業
振

興
地

域
の

整
備

に
関

す
る

法
律

 

ご
指

摘
を

踏
ま

え
、

事
業

の
実

施
に

当
た

り
、

事
前

に
町

の
農

振
法

担
当

課
で

あ
る

北
栄

町
農

業
委

員
会

事
務

局
と

十
分

協
議

を
行

い
ま

す
。
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(仮称)北条砂丘風力発電所更新計画計画段階環境配慮書に対する知事意見案について 

令和 2 年 8 月 3 日 

環境立県推進課 

 

<知事意見案のポイント> 

①住民への対応 

・地元住民に積極的に情報提供するとともに、意見や要望に対して十分な説明と誠意ある対応を行うこと。 

②施設の安全性について 

・風車の倒壊及びブレードの破損等万が一の事故が発生した際でも、山陰道(北条道路)に影響が及

ばないような位置を選定すること。 

・風車製造時の品質情報をしっかり把握し、施設稼働後は、適切な維持管理のもと安全な稼働を徹

底し、安心安全の確保に努めること。 

③環境への配慮事項について 

・既設風車による騒音等の環境影響をしっかりと把握し、方法書以降の環境予測に反映すること。 

・事業の詳細な位置、設置工事の影響について、方法書では記載すること。 

・令和 8 年度に完成予定の山陰道(北条道路)の工事と関連した影響についても、調査・予測及び評価をする

こと。 

・周辺には天神川河口のアジサシの営巣地、北条砂丘の重要な海岸植生等が存在するため、周辺動

植物の保全対策について十分かつ慎重に検討すること。 

・青山剛昌ふるさと館など観光客が周遊したり、地元住民が慣れ親しんでいる場所等についても身

近な眺望点として選定し、景観の調査、予測及び評価を行うこと。 

・津波や大雨による冠水等、災害を想定し対策を検討すること。 

 

<知事意見案詳細は別紙のとおり> 

資料３ 



別紙 

-2- 

<知事意見案> （）内は意見者を記載しています。 

1. 総括的事項 

(1) 地元住民や周辺事業者等に積極的な情報提供をするとともに、意見や要望に対して十分な説明と誠意

ある対応を行うこと。(低炭素社会推進課、環境立県推進課、中部総合事務所生活環境局) 

(2) ホームページ等による積極的なデータ開示を行うと共に、客観性のあるデータを用いてわかりやすく丁寧

な説明を行い、地域住民との相互理解の醸成に努めること(環境立県推進課) 

(3) 環境影響評価図書については、縦覧期間が終了した後も、町のホームページ、及び「環境影響図書の

公開について」(平成 30 年 3 月 30 日付け環政評発第 1803305 号)に基づき、環境省のホームページで

継続的に公開すること。(環境立県推進課) 

(4) 風車の倒壊及びブレード破損等の万一の事故が起こった際でも、山陰道(北条道路)に影響が及ばない

ような位置を選定すること。（環境立県推進課） 

(5) 事業開始後は、ブレード点検等適切な設備の保守管理を行い、施設の安全な稼働を徹底するよう求める。

また、製造時の品質情報をしっかりと把握し、施設の建設時及び維持管理に確実に反映するなど、地域

住民の安心・安全の確保に努めること。(低炭素社会推進課) 

(6) 事業の詳細な位置、工事の影響等について、方法書への適切な記載をすること。(佐野会長) 

(7) 既設の風力発電施設等の設置･稼働による環境影響について適切に把握すること。また、施設の大型化

に伴い周辺環境への影響も大きくなることを踏まえ、配慮段階において収集した情報や環境保全の見地

からの意見等を適切に更新計画に反映させること。(西村委員、増本委員) 

(8) 既設の風力発電施設等の撤去跡地、既存の管理道、送電線等を利用する等、各環境要素への影響を

可能な限り回避・低減する事業計画となるよう最大限努力すること。(環境立県推進課) 

(9) 令和 8 年度に完成予定の山陰道(北条道路)の設置及びその工事を要因とした影響等、事業実施に係る

各環境要素の調査・予測の手法及び評価の指標等、不確実な事項も整理し適切に設定するとともに、輸

送計画等についても十分に検討し、これらの設定根拠等について方法書への詳細な記載をすること。(星

空環境推進室、低炭素社会推進課) 

(10) 基数が 9 基から 4～5 基に削減されることに伴い環境負荷を低減できる面もある一方で、単機の出力、高

さも大型化することから、騒音・低周波音、景観、渡り鳥等に対する適切な調査・予測・評価の実施するこ

と。(増本委員) 

(11) 今後の事業計画の検討の過程で、重大な環境影響が確認された場合は、事業規模、基数の縮小を含め

た計画の見直しを検討すること。(環境立県推進課、中部総合事務所生活環境局) 

(12) 環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避･低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検

討することがないようにすること。(環境立県推進課) 

(13) 環境影響評価の実施に当たっては、海外を含めた最新の知見や事例、専門家の意見を参考にした上で、

地域の実情や特性に応じ、調査、予測及び評価を行うこと。(佐野会長) 

(14) 耐用年数が 17 年の事業計画となるため、長期にわたる環境影響を考慮して検討すること。(梶川委員) 

 

2. 個別的事項 

(1)騒音・低周波音 

(ア) 事業計画の検討に当たり、騒音の影響範囲を拡げての検討や住居等との距離の十分な確保、低騒

音型の機種の選定などにより、可能な限り影響を回避・低減すること。(正岡委員、星空環境推進室) 

(イ) 既設の風力発電施設の残留騒音と風車騒音を計測し、現状を把握するとともに、その結果に基づい



-3- 

て新設風車の環境予測を実施すること。(西村委員) 

(ウ) 既設の風力発電施設に係る地元住民からの相談や苦情等の状況について過去に遡って調査を行い、

本事業計画に適切に反映すること(中部総合事務所生活環境局) 

 

(2)地形・地質 

(ア) 事業実施想定区域の全域は自然景観資源である北条砂丘であることから、土地の改変量を最小限に

抑え、自然環境への重大な影響を回避または十分に低減すること。(中村副会長、作野委員) 

(イ) 計画予定地に存在する海岸保全区域や飛砂防止保安林についても、適切な調査・予測及び評価を

実施すること。特に民間事業者が事業主体となる場合は、保安林解除ができない事に留意すること。

(河川課、森林づくり推進課) 

 

(3)風車の影・存在 

(ア) 風力発電施設の機種選定や配置等により、周辺の住居等に対する風車の影の影響を、可能な限り回

避・低減すること。(増本委員、環境立県推進課) 

(イ) 山陰道(北条道路)の建設も踏まえ、道路交通に対する影響について、調査・予測及び評価を実施し、

交通への支障が生じないよう配慮すること。(増本委員) 

 

(4)動植物生態系 

(ア) 天神川河口には砂州があり、アジサシ等の営巣地になっており、重要な動植物種への影響を回避・低

減するよう保全対策について十分かつ慎重な検討を行うこと。 

(イ) (梶川委員)砂浜の海岸植生は大変重要であり、適切な調査・予測及び評価を実施し、生態系が守ら

れるよう検討すること。(須貝委員) 

 

(5)景観 

(ア) 主要な眺望点からの眺望景観の著しい妨げとなるような風力発電施設の配置を回避することや、北条

砂丘の眺望に重大な影響を及ぼさないようにすること等、眺望の対象への影響を回避・低減すること。

また、青山剛昌ふるさと館など地元住民が慣れ親しんでいる場所や近傍の住居についても身近な眺

望点として選定し、適切な方法により調査、予測及び評価を行うこと。(正岡委員)  

(イ) 人と自然との触れ合い活動の場については、地域住民や利用者及び自治体等の意見を聴き、これら

の結果も踏まえて、調査・予測及び評価を行った上で、事業実施による影響を回避・低減すること。(正

岡委員)  

(ウ) 事業予定地の一部が景観形成区域の重点区域となっている。現状をきちんと把握し検討するとともに、

道路や住宅からの景観についても十分に配慮すること。(住まいまちづくり課)  

(エ) 航空障害灯については、巨像恐怖症の方への配慮した色にする等の対策を行うこと。(重田委員) 

 

(6)廃棄物 

今後の手続きにおいて、既存施設の解体・撤去や建設工事等に伴う環境負荷を適切に調査、予測及

び評価し、その結果を踏まえた環境保全措置を検討することを求める。また、解体工事、建設工事及び

施設の供用に伴い発生する廃棄物は、関係法令に基づき可能な限り有効利用に努め、適正な処理を実

施することを求める。(循環型社会推進課) 
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(7)その他 

(ア) 事業計画地は天神川、北条放水路に挟まれており、洪水時には風車が浸水し、塗装が流出する等の

可能性があることから対策を検討すること。(梶川委員) 

(イ) 津波の影響も懸念されるため、天神川の氾濫想定を最新のものにすること、風車の基礎を堅固なもの

にする等、万が一の災害時への対策を念頭に入れて検討すること。(梶川委員) 

(ウ) 地盤沈下に関して、平成 28 年の鳥取県中部地震後の地盤がどの程度沈下したか考慮して詳細な事

業計画を検討すること。(梶川委員) 

(エ) 学校・病院その他の環境の保全について配慮が特に必要な施設について、その施設数を正確に把

握するとともに、その内訳についても方法書で適切に記載すること。(星空環境推進室) 

(オ) 地図等について、図面に記載された文字を大きくすることや、色弱者でも判別できる色合いにする等、

見やすいものとなるよう要望する。(増本委員) 

(カ) 風力発電の設置箇所が正確になった段階で、地下の埋蔵文化財の有無について確認すること。(とっ

とり弥生の王国推進課) 

 


